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ジ

訓　

令　

甲

〇
特
別
の
資
格
又
は
職
名
を
有
す
る
職
員
の
任
命
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

　

訓
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事　

課
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一

告　
　
　

示

〇
認
証
食
品
の
認
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食
産
業
振
興
課
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一

〇
県
営
土
地
改
良
事
業
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換
地
計
画
に
関
す
る
地
積
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特
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減
じ
て
換
地
を
定
め
る
土
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定 

（
農
村
整
備
課
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一

〇
保
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林
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定
の
解
除
の
予
定 

（
森
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〇
建
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士
免
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築
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課
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教
育
委
員
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〇
県
立
特
別
支
援
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

　
　

五

〇
宮
城
県
立
高
等
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

　
　

五

公
安
委
員
会

〇
道
路
交
通
法
第
五
十
一
条
の
十
三
第
一
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
駐
車
監
視
員
資
格

　

者
講
習
の
開
催
に
つ
い
て 

　
　

七

雑　
　
　

報

〇
地
方
独
立
行
政
法
人
宮
城
県
立
病
院
機
構
平
成
二
十
七
年
度
財
務
諸
表
の
公
告 

　
　

八

〇
地
方
独
立
行
政
法
人
県
立
こ
ど
も
病
院
平
成
二
十
七
年
度
財
務
諸
表
の
公
告 

　
　

八

訓　

令　

甲

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
二
十
一
号

　

特
別
の
資
格
又
は
職
名
を
有
す
る
職
員
の
任
命
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

 

特
別
の
資
格
又
は
職
名
を
有
す
る
職
員
の
任
命
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

特
別
の
資
格
又
は
職
名
を
有
す
る
職
員
の
任
命
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
六
十
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
九
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
二
条
中
「
第
十
三
条
第
二
項
各
号
」
を
「
第
十
三
条
第
三
項
各
号
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

告　
　
　

示

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
七
十
七
号

　

宮
城
県
認
証
食
品
認
証
要
綱
（
平
成
十
七
年
宮
城
県
告
示
第
九
百
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
認
証
食
品

を
次
の
と
お
り
認
証
し
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

認
証
食
品

認
証

番
号

品　

目

申
請
者
の
氏
名

又

は

名

称

製
造
業
者
の
名
称

又

は

屋

号

製
造
所
等
の
所
在
地

百
十
二

あ
ら
れ
類

み
や
ぎ
の
あ
ら
れ
株
式

会
社

み
や
ぎ
の
あ
ら
れ
株
式

会
社

亘
理
郡
亘
理
町
逢
隈
鹿
島
吹
田
五

十
一

二　

認
証
年
月
日

　
　

平
成
二
十
八
年
十
月
十
八
日

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
七
十
八
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十

三
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
営
土
地
改
良
事
業
鹿
又
地
区
に
つ
い
て
樹
立
す
る
換
地
計
画
に
関
し
、

次
の
従
前
の
土
地
を
、
地
積
を
特
に
減
じ
て
換
地
を
定
め
る
土
地
と
し
て
指
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

地
積
を
特
に
減
じ
て
換
地
を
定
め
る
土
地

市
町
村
名

大　

字

字
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番

地
目

用
途

地
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㎡
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に
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る

地
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前
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〇
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一
〇
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二
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〇
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同
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〇
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五
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〇
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三
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一
〇
三
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〇
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〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
七
十
九
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を

解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

栗
原
市
鶯
沢
南
郷
野
山
七
二
の
四

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

水
源
の
涵か

ん

養

三　

解
除
の
理
由

　
　

道
路
用
地
と
す
る
た
め

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
八
十
号

　

建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
建
築
士
の
免
許
を

取
り
消
し
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

免
許
取
消
年
月
日

氏　
　

名

一
級
建
築
士
、
二

級
建
築
士
又
は
木

造
建
築
士
の
別

登
録
番
号

免
許
取
消
し
の
理
由

平
成
二
十
八
年
十
月
十

八
日

中
村　

倉
吉

二
級
建
築
士

第
千
二
百
五
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
十

八
日

橘
定　

正
志

二
級
建
築
士

第
千
二
百
六
十
八

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
十

伊
藤　

喜
一

二
級
建
築
士

第
千
二
百
八
十
六

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項
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八
日

郎

号

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
十

八
日

浅
野　

和
一

二
級
建
築
士

第
千
三
百
十
二
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
十

八
日

尾
形　

佐
藏

二
級
建
築
士

第
千
三
百
二
十
三

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
十

八
日

井
筒　

寅
之

助

二
級
建
築
士

第
千
三
百
七
十
五

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
十

八
日

吉
田　

源
六

二
級
建
築
士

第
千
三
百
八
十
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
十

八
日

大
森　

七
郎

左
ェ
門

二
級
建
築
士

第
千
三
百
八
十
三

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
十

八
日

菊
地　

清
之

丞

二
級
建
築
士

第
千
三
百
八
十
五

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
十

八
日

及
川　

浩

二
級
建
築
士

第
千
三
百
九
十
九

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
十

八
日

小
原　

長
介

二
級
建
築
士

第
千
四
百
三
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
十

八
日

高
橋　

栄
一

二
級
建
築
士

第
千
四
百
三
十
三

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
十

八
日

加
藤　

英

二
級
建
築
士

第
千
四
百
六
十
七

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
十

八
日

藤
川　

五
三

郎

二
級
建
築
士

第
千
四
百
七
十
五

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
十

八
日

那
須　

末
治

二
級
建
築
士

第
千
五
百
四
十
五

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
十

八
日

伊
藤　

俊
吉

二
級
建
築
士

第
千
五
百
四
十
八

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
十

八
日

佐
藤　

米
之

助

二
級
建
築
士

第
千
五
百
五
十
二

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
十

八
日

熊
谷　

文
五

二
級
建
築
士

第
千
五
百
六
十
四

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
十

八
日

西
村　

啓
五

郎

二
級
建
築
士

第
千
五
百
七
十
二

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
十

八
日

森　

源
七

二
級
建
築
士

第
千
五
百
八
十
九

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
十

八
日

伊
藤　

哲
三

郎

二
級
建
築
士

第
千
五
百
九
十
三

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
十

八
日

峯
井　

甚
兵

エ

二
級
建
築
士

第
千
五
百
九
十
七

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
十

渡
辺　

孝
吉

二
級
建
築
士

第
千
六
百
三
十
五

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

八
日

号

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
十

八
日

岩
見　

與
三

松

二
級
建
築
士

第
千
六
百
五
十
六

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
十

八
日

熊
谷　

朝
吉

二
級
建
築
士

第
千
六
百
八
十
七

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
十

八
日

黒
沼　

菊
藏

二
級
建
築
士

第
千
六
百
九
十
一

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
十

八
日

渡
辺　

寅
藏

二
級
建
築
士

第
千
七
百
九
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
十

八
日

大
久
保　

業

求

二
級
建
築
士

第
千
七
百
十
五
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
十

八
日

野
口　

増
藏

二
級
建
築
士

第
千
七
百
十
八
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
十

八
日

塚
本　

敏

二
級
建
築
士

第
千
七
百
二
十
二

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
十

八
日

高
城　

武
雄

二
級
建
築
士

第
千
七
百
三
十
七

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
十

八
日

森　

爲
藏

二
級
建
築
士

第
千
七
百
三
十
八

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
十

八
日

吉
木　

藤
三

郎

二
級
建
築
士

第
千
七
百
四
十
六

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
十

八
日

小
野　

庄
作

二
級
建
築
士

第
千
八
百
五
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
十

八
日

梅
原　

清
治

二
級
建
築
士

第
千
八
百
八
十
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
十

八
日

阿
部　

徳
藏

二
級
建
築
士

第
千
九
百
八
十
二

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
十

八
日

橋
本　

伝
吾

二
級
建
築
士

第
千
九
百
八
十
五

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
十

八
日

杉
山　

善
吉

二
級
建
築
士

第
千
九
百
八
十
七

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
十

八
日

庄
司　

善
太

郎

二
級
建
築
士

第
千
九
百
九
十
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
十

八
日

浅
野　

寅
吉

二
級
建
築
士

第
千
九
百
九
十
四

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
十

八
日

齋
藤　

基

二
級
建
築
士

第
千
九
百
九
十
五

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
八
年
十
月
十

八
日

森
合　

庄
松

二
級
建
築
士

第
千
九
百
九
十
六

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め
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教
育
委
員
会

　

県
立
特
別
支
援
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
七
号

　
　
　

県
立
特
別
支
援
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

県
立
特
別
支
援
学
校
学
則
（
昭
和
四
十
三
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
中
「

宮
城
県
立
利
府
支
援
学
校
富
谷
校

知
的
障
害
者
に
対
す
る
教
育
」
を

「

宮
城
県
立
利
府
支
援
学
校
富
谷
校

宮
城
県
立
利
府
支
援
学
校
塩
釜
校

知
的
障
害
者
に
対
す
る
教
育

知
的
障
害
者
に
対
す
る
教
育
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
二
中
「
宮
城
県
立
利
府
支
援
学
校
富
谷
校
」
を
「
宮
城
県
立
利
府
支
援
学
校
富
谷
校　

　

宮
城
県
立
利
府
支
援
学
校
塩
釜
校
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
三
第
二
号
の
表
宮
城
県
立
光
明
支
援
学
校
の
項
中
「

四
六

六
〇

五
六
」
を

「

三
三

四
六

六
〇

」
に
改
め
、
同
表
宮
城
県
立
小
松
島
支
援
学
校
の
項
中
「

三
五

三
二

三
五

」
を

「

三
〇

三
五

三
二

」
に
改
め
、
同
表
宮
城
県
立
西
多
賀
支
援
学
校
の
項
中
「

一
一

一
一

一
四

」
を

「

一
四

一
一

一
一

」
に
改
め
、
同
表
宮
城
県
立
石
巻
支
援
学
校
の
項
中
「

三
八

四
六

四
四

」
を

「

四
九

三
八

四
六

」
に
改
め
、
同
表
宮
城
県
立
気
仙
沼
支
援
学
校
の
項
中
「

二
二

一
九

」
を

「

一
九

二
二

」
に
改
め
、
同
表
宮
城
県
立
名
取
支
援
学
校
の
項
中
「

四
六

三
八

四
一

」
を

「

三
三

四
六

三
八
」
に
改
め
、
同
表
宮
城
県
立
角
田
支
援
学
校
の
項
中
「

二
七

二
七

二
七
」
を

「

三
五

二
七

二
七

」
に
改
め
、
同
表
宮
城
県
立
迫
支
援
学
校
の
項
中
「

一
九

二
七

二
二

」
を

「

二
七

一
九

二
七
」
に
改
め
、
同
表
宮
城
県
立
金
成
支
援
学
校
の
項
中
「

一
六

二
四

二
二
」
を

「

二
七

一
六

二
四
」
に
改
め
、
同
表
宮
城
県
立
古
川
支
援
学
校
の
項
中
「

三
五

三
五

二
七
」
を

「

三
〇

三
五

三
五

」
に
改
め
、
同
表
宮
城
県
立
山
元
支
援
学
校
の
項
中
「

三
〇

二
二

一
四

」
を

「

四
六

三
〇

二
二
」
に
改
め
、
同
表
宮
城
県
立
利
府
支
援
学
校
の
項
中
「

三
〇

四
三

三
八
」
を

「

三
五

三
〇

四
三
」
に
改
め
、
同
表
宮
城
県
立
支
援
学
校
岩
沼
高
等
学
園
の
項
中
「

四
〇

四
八

」
を

「

四
〇

　

八

四
〇

」
に
改
め
、
同
表
宮
城
県
立
支
援
学
校
小
牛
田
高
等
学
園
の
項
中
「

二
四

二
四

一
六

」

を
「

一
六

二
四

二
四

」
に
改
め
、
同
表
宮
城
県
立
支
援
学
校
女
川
高
等
学
園
の
項
中
「

二
四

」

を
「

二
四

二
四

」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

 

　
　
　
　

　

宮
城
県
立
高
等
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
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〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
八
号

　
　
　

宮
城
県
立
高
等
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

宮
城
県
立
高
等
学
校
学
則
（
昭
和
二
十
五
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　

別
表
第
一
第
一
号
の
表
宮
城
県
気
仙
沼
高
等
学
校
の
項
中
「

二
四
〇

二
四
〇

二
四
〇
」
を

「

二
〇
〇

二
四
〇

二
四
〇
」
に
改
め
、
同
表
宮
城
県
気
仙
沼
西
高
等
学
校
の
項
中

「
　

八
〇

一
二
〇

」
を
「

　

八
〇
　

八
〇
」
に
改
め
、
同
表
宮
城
県
角
田
高
等
学
校
の
項
中

「

一
六
〇

二
〇
〇
」
を
「

　

 

一
六
〇
」
に
改
め
、
同
表
宮
城
県
多
賀
城
高
等
学
校
の
項
中

「

二
四
〇

 

四
〇

二
八
〇

　

 

」
を
「

二
四
〇

 

四
〇

二
四
〇

 

四
〇
」
に
改
め
、
同
表
宮
城
県
登
米
高
等
学
校
の
項
中

「

普

通

科

商

業

科

三
年
三
年

男
女
男
女

一
二
〇

　

 

一
二
〇

　

 

一
二
〇

　

四
〇
」
を

「

普

通

科

三
年

男
女

一
二
〇

一
二
〇

一
二
〇

」
に
改
め
、
同
表
宮
城
県
登
米
総
合
産
業
高
等
学

校
の
項
中

「

普

通

科

農
業
技
術
科

園
芸
ビ
ジ
ネ

ス
科　
　
　

農

業

科

機
械
シ
ス
テ

ム
科　
　
　

機

械

科

電
気
シ
ス
テ

ム
科　
　
　

電

気

科

情
報
技
術
科

商

業

科

福

祉

科

三
年

三
年

三
年

三
年

三
年

三
年

三
年

三
年

三
年

三
年

三
年

男
女

男
女

男
女

男
女

男
女

男
女

男
女

男
女

男
女

男
女

男
女

　

 

　

 

　

 

　

四
〇

　

 

　

四
〇

　

 

　

四
〇

　

四
〇

　

四
〇

　

四
〇

　

 

　

 

　

 

　

四
〇

　

 

　

四
〇

　

 

　

四
〇

　

四
〇

　

四
〇

　

四
〇

　

八
〇

　

四
〇

　

四
〇

　

 

　

四
〇

　

 

　

四
〇

　

 

　

四
〇

　

 

　

 

」
を

「

農

業

科

機

械

科

電

気

科

情
報
技
術
科

商

業

科

福

祉

科

三
年

三
年
三
年
三
年
三
年

三
年

男
女

男
女
男
女
男
女
男
女

男
女

四
〇

四
〇
四
〇
四
〇
四
〇

四
〇

四
〇

四
〇
四
〇
四
〇
四
〇

四
〇

四
〇

四
〇
四
〇
四
〇
四
〇

四
〇
」

に
改
め
、
同
表
宮
城
県
岩
ケ
崎
高
等
学
校
の
項

中
「

　

 

　

四
〇
」
を
「

　

 

　

 

」
に
改
め
、
同
表
宮
城
県
鹿
島
台
商
業
高
等
学
校
の
項
の

次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

宮
城
県
富
谷

高

等

学

校

普

通

科

三
年

男
女

二
八
〇

二
八
〇

二
八
〇

別
表
第
一
第
一
号
の
表
宮
城
県
蔵
王
高
等
学
校
の
項
中
「

　

八
〇
　

 

」
を
「

　

八
〇
　

八
〇
」

に
改
め
、
同
表
宮
城
県
富
谷
高
等
学
校
の
項
を
削
り
、
同
表
宮
城
県
志
津
川
高
等
学
校
の
項
中

「
　

八
〇

一
二
〇
」
を
「

　

八
〇
　

八
〇
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
一
第
二
号
の
表
宮
城
県
角
田
高
等
学
校
の
項
中
「

一
六
〇
　

 

」
を
「

一
六
〇

一
六
〇
」

に
改
め
、
同
表
宮
城
県
蔵
王
高
等
学
校
の
項
中
「

　

 

一
二
〇

」
を
「

　

 

　

 

」に
改
め
る
。

　

別
表
第
二
第
一
号
の
表
宮
城
県
大
河
原
商
業
高
等
学
校
の
項
中
「

四
〇

八
〇

」
を

「

四
〇

四
〇

」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
一
第
一
号
の
表
に
宮
城
県
富
谷
高
等

学
校
の
項
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
同
表
宮
城
県
富
谷
高
等
学
校
の
項
を
削
る
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す

る
。
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公
安
委
員
会

〇
宮
城
県
公
安
委
員
会
告
示
第
148号

　
道
路
交
通
法
（
昭
和
35年

法
律
第
105号

）
第
51条

の
13第
１
項
第
１
号
イ
に
規
定
す
る
駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習

等
に
つ
い
て
、
確
認
事
務
の
委
託
の
手
続
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
16年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
23号
）
第
６
条
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

　
　
平
成
28年
10月
25日

 
宮
城
県
公
安
委
員
会
　
　
　

１
　
実
施
日
時

　
⑴
　
講
習
　
平
成
29年
１
月
25日
（
水
）
及
び
同
月
26日
（
木
）
の
２
日
間

　
　
　
　
　
　
各
日
午
前
８
時
45分
か
ら
午
後
５
時
ま
で

　
⑵
　
考
査
　
平
成
29年
２
月
２
日
（
木
）

　
　
　
　
　
　
午
前
９
時
か
ら
同
10時
ま
で

２
　
実
施
場
所

　
⑴
　
講
習

　
　
　
宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
上
杉
三
丁
目
３
番
１
号

　
　
　
パ
レ
ス
宮
城
野

　
⑵
　
考
査

　
　
　
宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
上
杉
三
丁
目
３
番
１
号

　
　
　
パ
レ
ス
宮
城
野

３
　
駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
の
受
講
手
続

　
⑴
　
申
込
書
類

　
　
ア
　
駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
受
講
申
込
書
一
通

　
　
　
 　
駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
受
講
申
込
書
（
以
下
「
受
講
申
込
書
」
と
い
う
。）
は
、
平
成
28年
12月
５
日
（
月
）

か
ら
平
成
29年
１
月
６
日
（
金
）
の
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
の
間
に
、
宮
城
県
警
察
本
部
交
通
部
交
通

指
導
課
及
び
宮
城
県
内
の
各
警
察
署
交
通
課
に
お
い
て
配
布
す
る
。
た
だ
し
、土
曜
日
、日
曜
日
及
び
祝
日（
国

民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
23年
法
律
第
178号

）
に
定
め
る
休
日
を
い
う
。）
を
除
く
。

　
　
イ
 　
写
真
１
枚
（
申
込
前
６
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
及
び
無
背
景
の
縦
の
長
さ
3.0セ

ン

チ
メ
ー
ト
ル
、
横
の
長
さ
2.4セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
。）

　
⑵
　
申
込
期
間

　
　
 　
平
成
28年
12月
５
日
（
月
）
か
ら
平
成
29年
１
月
６
日
（
金
）
の
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
の
間
。
た
だ

し
、
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
祝
日
を
除
く
。

　
⑶
　
申
込
先

　
　
　
宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
８
番
１
号

　
　
　
宮
城
県
警
察
本
部
交
通
部
交
通
指
導
課

　
⑷
　
申
込
方
法

　
　
 　
本
籍
、
住
所
、
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
勤
務
先
そ
の
他
連
絡
先
を
記
載
し
た
受
講
申
込
書
を
前
記
⑶
の
申
込
先

に
提
出
又
は
郵
送
す
る
こ
と
（
郵
送
に
つ
い
て
は
、
平
成
29年
１
月
６
日
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
に
限
り
受
け

付
け
る
。）

　
⑸
　
手
数
料

　
　
　
20,000円

相
当
額
の
宮
城
県
収
入
証
紙
を
受
講
申
込
書
の
裏
面
に
貼
付
す
る
こ
と
。

　
　
　
な
お
、
受
講
手
数
料
は
、
申
込
書
類
の
受
付
後
は
返
却
し
な
い
。

４
　
携
行
品

　
⑴
 　
駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
受
講
票
（
駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
日
ま
で
に
受
講
申
込
書
に
記
載
の
住
所
あ
て
に

郵
送
す
る
。）

　
⑵
　
筆
記
用
具
（
講
習
用
テ
キ
ス
ト
は
駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
日
に
配
布
す
る
。）

５
　
合
格
発
表

　
 　
駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
修
了
考
査
終
了
後
、
当
該
修
了
考
査
会
場
に
お
い
て
、
合
格
者
の
受
講
番
号
を
掲
示
す

る
。

　
 　
な
お
、
合
格
者
に
は
、
当
日
、
駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
修
了
証
明
書
を
交
付
し
、
駐
車
監
視
員
資
格
者
証
の
交

付
申
請
手
続
に
つ
い
て
教
示
す
る
。

６
　
そ
の
他

　
⑴
 　
駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
は
、
道
路
交
通
法
第
51条
の
13第
１
項
の
駐
車
監
視
員
資
格
者
証
の
交
付
を
受
け
る

た
め
の
講
習
で
あ
り
、
２
日
間
（
14時
間
）
の
講
習
を
受
講
後
、
修
了
考
査
（
１
時
間
）
に
合
格
し
た
者
に
対
し

て
駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
修
了
証
明
書
を
交
付
す
る
。

　
⑵
 　
駐
車
監
視
員
資
格
者
証
の
交
付
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
申
請
に
係
る
手
数
料
（
9,900円

）
が
別

途
必
要
で
あ
る
。

　
⑶
 　
駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
を
受
講
し
、
そ
の
課
程
を
修
了
し
て
も
、
道
路
交
通
法
第
51条
の
13第
１
項
第
２
号

に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
事
項
に
該
当
す
る
者
は
、
駐
車
監
視
員
資
格
者
証
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
⑷
 　
駐
車
監
視
員
資
格
者
証
の
交
付
を
受
け
て
も
、
道
路
交
通
法
第
51条
の
８
第
１
項
に
規
定
す
る
確
認
事
務
の
委

託
を
受
け
た
法
人
に
属
さ
な
い
限
り
、
駐
車
監
視
員
と
し
て
活
動
で
き
な
い
。

　
⑸
 　
受
講
人
数
は
、
40名
を
予
定
し
て
い
る
の
で
、
申
込
期
間
中
で
あ
っ
て
も
定
員
に
達
し
た
と
き
は
、
申
込
受
付
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雑　
　
　

報

〇
地
方
独
立
行
政
法
人
宮
城
県
立
病
院
機
構
理
事
長
か
ら
、
次
の
と
お
り
公
報
掲
載
の
依
頼
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
三
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
別
冊
そ
の
１

の
と
お
り
地
方
独
立
行
政
法
人
宮
城
県
立
病
院
機
構
平
成
二
十
七
年
度
財
務
諸
表
を
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
五
日

 
地
方
独
立
行
政
法
人
宮
城
県
立
病
院
機
構　
　
　
　
　
　

 
理
事
長　
　

西　
　

條　
　
　
　
　

茂　
　
　

　
　
　
　

 

　
　
　
　

〇
地
方
独
立
行
政
法
人
宮
城
県
立
こ
ど
も
病
院
理
事
長
か
ら
、
次
の
と
お
り
公
報
掲
載
の
依
頼
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
三
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
別
冊
そ
の
２

の
と
お
り
地
方
独
立
行
政
法
人
宮
城
県
立
こ
ど
も
病
院
平
成
二
十
七
年
度
財
務
諸
表
を
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
五
日

 

地
方
独
立
行
政
法
人
宮
城
県
立
こ
ど
も
病
院　
　
　
　
　

 

理
事
長　
　

林　
　
　
　
　
　
　
　

富　
　
　

を
締
め
切
る
場
合
が
あ
る
。

７
　
受
講
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先

　
　
宮
城
県
警
察
本
部
交
通
部
交
通
指
導
課
駐
車
対
策
係

　
　
電
話
　
022－

221－
7171　

内
線
5143～

5149
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